
派遣制度
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(3,000円から実施
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補助制度

松山市 建築指導課 089-948-6512 ○ ○ 〇 ○ 東温市 都市整備課 089-964-4412 ○ ○ × ○

今治市 建築住宅課 0898-36-1566 ○ ○ 〇 ○ 上島町 建設課 0897-77-2500 ○ ○ 〇 ○

宇和島市 建築住宅課 0895-49-7028 ○ ○ × ○ 久万高原町 建設課 0892-21-1111 ◎ ○ 〇 ○

八幡浜市 建設課 0894-22-3111 ○ ○ 〇 ○ 松前町 まちづくり課 089-985-4136 ◎ ○ 〇 ○

新居浜市 建築指導課 0897-65-1273 ○ ○ 〇 ○ 砥部町 建設課 089-962-6010 ○ ○ 〇 ○

西条市 建築審査課 0897-52-1558 ○ × 〇 ○ 内子町 建設デザイン課 0893-44-6157 ○ ○ 〇 ○

大洲市 都市整備課 0893-24-2111 ○ ○ 〇 ○ 伊方町 建設課 0894-38-0211 ○ ○ 〇 ○

伊予市 都市整備課 089-982-1111 ○ ○ 〇 ○ 松野町 建設環境課 0895-42-1115 ○ ○ 〇 ○

四国中央市 建築住宅課 0896-28-6183 ○ ○ 〇 ○ 鬼北町 建設課 0895-45-1111 ○ ○ 〇 ○

西予市 建設課 0894-62-6410 ○ ○ × ○ 愛南町 消防本部防災対策課 0895-72-0131 ◎ ○ 〇 ○
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設計
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市町の耐震補助相談窓口
※令和６年８月１日現在

※診断・工事欄 ○：制度あり ◎：無料（久万高原町、松前町、愛南町）

※派遣制度 ：市町に申込みするだけで、耐震診断技術者が派遣され、耐震診断が行える制度。

※補助制度 ：自分で業者と契約を行い、診断や工事実施後、補助金を受け取る制度。

■ 愛媛県の担当窓口：愛媛県土木部道路都市局建築住宅課 電話：089-912-2757


